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令 和 ８ 年 第 ２ 回 定 例 会 

建設環境委員会資料 No.１５ 

   令 和 ８ 年 ６ 月 １ ８ 日 

第 ４ ３ 号 議 案 用 資 料 

 

国立市空家等対策審議会条例の一部を改正する条例案について 

 

１．改正内容 

空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」という。）の一部改正により、管理不全空家等に関する制度が創設されたことに伴い、管

理不全空家等に係る認定又は勧告等に関し、市が必要と認める場合に国立市空家等対策審議会（以下「審議会」という。）へ諮問できるよう、審議

会の所掌事項に管理不全空家等に関する事項を加えるため、条例の一部を改正するものです。 

  

２．国立市管理不全空家等及び特定空家等認定基準について 

空家法の一部改正により、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等を

「管理不全空家等」として、所有者等に対し指導又は勧告を行う制度が創設されました。空家法第 13 条第２項に基づく勧告を行った場合、当該

管理不全空家等に係る敷地が固定資産税及び都市計画税の住宅用地特例の適用を受けているときは、同特例の対象から除外されることから、認定

及び勧告に当たっては、手続の公正性及び判断の客観性を確保する必要があります。そこで、「国立市管理不全空家等及び特定空家等認定基準」

（以下「認定基準」という。）案について、令和７年８月に審議会に諮問し、同年 10月に認定基準案について答申を受領しています。 

認定基準案では、管理不全空家等及び特定空家等の認定に当たり、国土交通省による「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適

切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」を踏まえた判断基準案が示されています。また、管理不全空家等の認定について、担当課のみ

で判断するのではなく、庁内関係部署で構成する「（仮称）国立市管理不全空家等認定会議」（以下「認定会議」という。）における協議結果を踏ま

え、市長が認定することとしています。なお、判断が困難な場合その他必要と認める場合には、審議会に諮問することとしています。（特定空家等

については審議会への諮問が必要。措置の流れについてはＰ．２参照） 

本条例の施行後の認定基準の策定、認定会議の設置及び認定手続の運用開始については、次のとおり予定しています。 

 

３．今後の予定 

   本条例の施行後、認定基準を策定するとともに、認定会議の設置に必要な要綱等を整備し、管理不全空家等及び特定空家等に係る認定手続の運

用を開始する予定です。 

 

４．施行期日 

   公布の日から施行する予定です。 
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【管理不全空家等に対する措置の流れ】（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等実態調査 市民からの情報提供 

空家等の管理状況の把握 

情報提供・助言（空家法第 12条） 

複数回、助言→改善されず 
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指導後も状態改善されず 

勧告（空家法第 13条第２項） 
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国立市管理不全空家等認定等庁内検討会議 
管理不全空家等の認定可否の方針決定 

（方針決定に基づき市長が決定する） 
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庁内税務部局への情報提供 

勧告した空家等の状況確認 

更なる状態の悪化 

特定空家等へ認定することを検討 

固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外（地方税法第 349条の３の２第１項） 

国立市管理不全空家等認定等庁内検討会議 
勧告の実施について方針決定 
（方針決定に基づき市長が決定する） 
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